
 
次期「消費者基本計画」に対する意見 

※１枚につき１意見を記載してください。 

１ 氏名 

（法人の場合は

法人名等） 

特定非営利活動法人 消費者機構日本 

２ 職業 
（差し支えなければ御記入ください。） 

消費者団体 

３ 意見 

① 対象箇所 

 

資料名 ：消費者基本計画（素案）                       

 

 項目名 ：第１章 はじめに 1.消費者政策の更なる充実にむけて                       

 

該当ページ・行 ： １ページ 上から２２行目                  

② 意見 

制度の枠組みはできつつあるが、「消費者庁をはじめとした行

政機関の執行体制の確立をはかることが重要である」ことを明記

すべきです。 

（理由） 

「制度運用の担い手育成」では、抽象的にすぎます。制度運用の

担い手の中心は、消費者庁をはじめとした行政機関であるのです

から、そのことを明示し、執行力を高めることが大きな課題であ

ることを明確にする必要があります。 

 



 

次期「消費者基本計画」に対する意見 

※１枚につき１意見を記載してください。 

１ 氏名 

（法人の場合は

法人名等） 

特定非営利活動法人 消費者機構日本 

２ 職業 
（差し支えなければ御記入ください。） 

消費者団体 

３ 意見 

①対象箇所 

 

資料名 ：消費者基本計画（素案）                       

 

 項目名 ：第１章 はじめに 1.消費者政策の更なる充実にむけて                       

 

該当ページ・行 ： ２ページ 上から１行目                  

② 意見 

「高齢者や障害者などの社会的弱者を狙った悪質商法などによ

る～推進が必要となっている。」の後に、「特に、高齢者を中心

とした特殊詐欺の被害は、２０１４年には過去最高の５５０億円

にも達しており、警察庁との連携をいっそう強める。」等と表記

することを提案します。 

（理由） 

 特殊詐欺の被害は深刻さを増しており、警察庁を先頭に政府を

あげて対応を強める意志を示す必要があると考えます。 

 



 

次期「消費者基本計画」に対する意見 

※１枚につき１意見を記載してください。 

１ 氏名 

（法人の場合は

法人名等） 

特定非営利活動法人 消費者機構日本 

２ 職業 
（差し支えなければ御記入ください。） 

消費者団体 

３ 意見 

① 対象箇所 

 

資料名 ：消費者基本計画（素案）                       

 

 項目名 ：第３章 消費者政策の基本的方針 

      1.消費者政策の前進により目指すべき姿                       

 

該当ページ・行 ： ７ページ 下から１行目                  

② 意見 

「勧誘を受けるかどうか」についても、消費者が自主的かつ合理

的に選択できる旨の記述を維持すべきです。 

（理由） 

 不意打ちの勧誘にあった場合、勧誘を受ける商品・役務の内容

や価格水準などについて、消費者は予備知識を備えていないこと

が通例であるため、客観的・合理的に選択することが困難となり

ます。 

 「消費者の自己決定権の下で消費者が自主的かつ合理的に選択

でき」るためには、勧誘を受けるかどうかも消費者が選択できる

ことが必要と考えます。 

 



 

次期「消費者基本計画」に対する意見 

※１枚につき１意見を記載してください。 

１ 氏名 

（法人の場合は

法人名等） 

特定非営利活動法人 消費者機構日本 

２ 職業 
（差し支えなければ御記入ください。） 

消費者団体 

３ 意見 

① 対象箇所 

 

資料名 ：消費者基本計画（素案）                       

 

 項目名 ：第４章 ５年間で取り組むべき施策の内容 

1. 消費者の安全の確保 

（2）消費者事故等の情報収集及び発生・拡大防止             

 

該当ページ・行 ： １３ページ 下から１５行目        

 

※工程表（素案）では、７ページ 

② 意見 

製造物責任法については、「裁判例等の情報をわかりやすく取

りまとめ、公表する」にとどまらず、裁判例等の分析を通じた法

改正の課題について検討する旨、記述されるよう求めます。 

（理由） 

PL法が制定されて２０年が経過しています。この間の製品被害

の変化（老朽品によって生ずる製造物被害、発展する科学技術に

より開発される製品がある中で、開発危険の抗弁規定が被害救済

の障害になっていること等）をふまえ、公正迅速な被害救済を可

能とする観点から、法改正の課題について検討を行うべきと考え

ます。 

 



 

次期「消費者基本計画」に対する意見 

※１枚につき１意見を記載してください。 

１ 氏名 

（法人の場合は

法人名等） 

特定非営利活動法人 消費者機構日本 

２ 職業 
（差し支えなければ御記入ください。） 

消費者団体 

３ 意見 

① 対象箇所 

 

資料名 ：消費者基本計画（素案）                       

 

 項目名 ：第４章 ５年間で取り組むべき施策の内容 

2. 表示の充実と信頼の確保 

（2）商品・サービスに応じた表示の普及・改善 

 

該当ページ・行 ： １６ページ 下から６行目 

 

※工程表（素案）では、２３ページ                

② 意見 

美容医療等「自由診療」の広告等については、医療広告ガイド

ライン等の継続的な周知はもちろん、違反事例に対しては機動的

に都道府県が行政指導を行うように必要な措置を講ずるべきで

す。 

（理由） 

美容医療をはじめとした「自由診療」についての消費者相談が

増える中、一昨年秋に医療広告ガイドラインが見直され、バナー

にリンクしたホームページも一定の要件のもと広告とされ、医療

法による広告規制の対象となりました。 

しかし、都道府県の執行体制が十分ではなく、医療広告ガイド

ラインに反すると考えれる広告が横行しています。都道府県が行

政指導を適切に行えるよう、国としても財政面での措置や情報面

での支援等を行う必要があると考えます。 

 



 

次期「消費者基本計画」に対する意見 

※１枚につき１意見を記載してください。 

１ 氏名 

（法人の場合は

法人名等） 

特定非営利活動法人 消費者機構日本 

２ 職業 
（差し支えなければ御記入ください。） 

消費者団体 

３ 意見 

① 対象箇所 

 

資料名 ：消費者基本計画（素案）                       

 

 項目名 ：第４章 ５年間で取り組むべき施策の内容 

1. 表示の充実と信頼の確保 

（3）食品表示による適正な情報提供及び 

関係法令の厳正な運用 

 

該当ページ・行 ： １７ページ 上から１９行目 

 

※工程表（素案）では、２７ページ                         

② 意見 

食品表示法の差止請求権を円滑に行使するために、公的検査機

関による適格消費者団体への支援等を課題としてください。 

（理由） 

食品表示法に適格消費者団体の差止請求権が位置付けられて

いますが、差止請求を行うにあたって、検査機関等との連携が必

要と考えられます。公的検査機関による支援など、差止請求権行

使のための条件整備が必要です。 
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３ 意見 

① 対象箇所 

 

資料名 ：消費者基本計画（素案）                       

 

 項目名 ：第４章 ５年間で取り組むべき施策の内容 

4.消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成 

（1）消費者教育の推進 

 

該当ページ・行 ： ２２ページ 下から９行目 

 

※工程表（素案）では、５５ページ                         

② 意見 

成人以降の消費者教育の充実の一環として、企業における従業

員教育において、消費者教育が位置付けられるよう、施策を検討

ください。 

（理由） 

学生の時の教育では、実際に本人が契約をすることがない（少

ない）ため、実感をともないません。地方自治体や消費者団体で

行う成人向けセミナーへの参加は、高齢者が多いのが特徴であ

り、若い世代の参加者がなかなか集まりません。 

企業内において、消費者教育が促進されるよう、行政による呼

びかけやバックアップが必要と考えます。 

 

 

 

 

 

 



 

次期「消費者基本計画」に対する意見 

※１枚につき１意見を記載してください。 

１ 氏名 

（法人の場合は

法人名等） 

特定非営利活動法人 消費者機構日本 

２ 職業 
（差し支えなければ御記入ください。） 

消費者団体 

３ 意見 

① 対象箇所 

 

資料名 ：消費者基本計画（素案）                       

 

 項目名 ：第４章 ５年間で取り組むべき施策の内容 

5.消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整理 

 

該当ページ・行 ： ２６ページ 下から１７行目～６行目 

 

※工程表（素案）では、７４～７５ページ                         

② 意見 

「相談や紛争処理を行っている組織・団体の活用促進も重要」

との記述に加え、相談や紛争処理を行っている消費者団体への財

政面での支援の検討が必要です。 

（理由） 

相談や紛争処理といった活動をしている消費者団体は、それら

の活動の経費を会費・寄附金等で賄っており、活動の維持・発展

に苦労しています。 

相談や紛争解決といった活動は、非常に公益性が高く、消費者

団体が行う場合は消費生活相談員経験者等の専門家が関与して

おり、あっせんも積極的に行われているケースが多いと認識して

おります。 

また、それぞれの消費者団体は、これらの相談等で得た情報か

ら実情に応じた政策提言も行っています。 

これらの活動の維持・発展のために、財政面での支援を検討し

たください。 

 

 



次期「消費者基本計画」に対する意見 

※１枚につき１意見を記載してください。 

１ 氏名 

（法人の場合は

法人名等） 

特定非営利活動法人 消費者機構日本 

２ 職業 
（差し支えなければ御記入ください。） 

消費者団体 

３ 意見 

③ 対象箇所 

 

資料名 ：消費者基本計画（素案）                       

 

 項目名 ：第４章 ５年間で取り組むべき施策の内容 

5.消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整理 

 

該当ページ・行 ： ２６ページ 下から１７行目～６行目 

 

※工程表（素案）では、７４～７５ページ                         

④ 意見 

消費者の財産被害の回復に資する行政手法の研究を引き続き

すすめてください。 

（理由） 

平成 25年（2013年）に消費者庁でとりまとめられた「消費者の

財産被害に係る行政手法研究会」報告書では、「行政が直接消費者

の被害救済を図るための手法・制度」「（行政が）事業者の財産保

全するための方法」等について、制度概要を提示し、検討課題を

整理しています。 

景表法の課徴金制度については、2014年 11月に成立した改正景

品表示法の法改正により、不当な表示をおこなった事業者に対す

る課徴金制度が導入されることになりましたが、多岐にわたる消

費者被害の救済をすすめるのためのには、さらに行政手法の検討

が必用であり、消費者被害救済のための行政手法の導入について、

「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」報告書をベースに制

度の在り方について検討をすすめていく旨を記述してください。 

 

 


